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高額療養費制度における自己負担限度額の見直しの 

周知用ポスターの送付について 

 

 

健康保険制度の円滑な実施について、平素より格段の御協力、ご尽力を賜り

厚く御礼申し上げます。 

平成27年１月１日より、高額療養費制度における自己負担限度額が見直され

ることに伴い、別添のポスターを作成いたしましたので、貴会におかれまして

も、関係者に対し周知を図られますようお願いいたします。 
なお、ポスターは下記の厚生労働省ホームページに掲載しておりますので、

関係者各位においてダウンロードの上印刷していただき、適宜御利用くださる

よう併せて周知願います。 

 

 

記 

 
 
厚生労働省ホームページ 
『高額療養費制度を利用される皆さまへ』（ＵＲＬは以下のとおり） 

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken
/juuyou/kougakuiryou/index.html?utm_source=echofon 
 
上記ページの中の、 
・ご案内「70歳未満の方で、高額な医療費をご負担になる皆さまへ」（平成27

年１月１日施行） 
に、ＰＤＦ形式で掲載しております。 

 

  



平成27年１月１日から
高額療養費制度においてご負担いただく医療費の限度額
が所得に応じて見直されます

厚生労働省

高額療養費制度に関する申請やご質問等については、現在加入されている
健康保険組合、全国健康保険協会、市町村（国民健康保険、後期高齢者医療制度）、
国保組合、共済組合までお問い合わせください。

所得区分 ひと月あたりの自己負担限度額
３月以上ご負担
いただいた方（※２）

①
年収約1,160万円～の方

健保：標準報酬月額83万円以上の方
国保：年間所得（※１）901万円超の方

252,600円
＋（医療費－842,000円）×1%

140,100円

②
年収約770～約1,160万円の方

健保：標準報酬月額53万円以上83万円未満の方
国保：年間所得600万円超901万円以下の方

167,400円
＋（医療費－558,000円）×1%

93,000円

③
年収約370～約770万円の方

健保：標準報酬月額28万円以上53万円未満の方
国保：年間所得210万円超600万円以下の方

80,100円
＋（医療費－267,000円）×1%

44,400円

④
～年収約370万円の方

健保：標準報酬月額28万円未満の方

国保： 年間所得210万円以下の方

57,600円 44,400円

⑤ 住民税非課税の方 35,400円 24,600円

70歳未満の方で

高額な医療費をご負担になる皆さまへ

見直し後 （平成27年1月1日から）

(※1) ここでいう「年間所得」とは、前年の総所得金額及び山林所得金額並びに株式・長期（短期）譲渡所得金額等の合計額から基礎控除（33万円）
を控除した額（ただし、雑損失の繰越控除額は控除しない。）のことを指します。（いわゆる「旧ただし書所得」）

(※2)高額療養費を申請される月以前の直近１２か月の間に高額療養費の支給を受けた月が３か月以上ある場合は、４か月目から「多数該当」という
扱いになり、自己負担限度額が軽減されます。

変更されました

被保険者の所得区分に応じて決まります。

長期入院や治療により、ひと月あたりの医療費の自己負担額が高
額になった場合、申請により一定の金額（自己負担限度額）を超え
て支払った医療費について給付を受けることができる制度です。

○高額療養費制度とは・・・○高額療養費制度とは・・・

○医療費の限度額（自己負担限度額）は・・・○医療費の限度額（自己負担限度額）は・・・

変更されました

変更されました

変更ありません

変更ありません


